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平成28年２月12日 

各   位 

会 社 名：ウエルシアホールディングス株式会社 

代表者名 :代表取締役社長      水 野 秀 晴  

（コード番号３１４１ 東証第一部） 

問合せ先：取締役兼執行役員ＩＲ担当 中 村 壽 一 

（ＴＥＬ：０３－５２０７－５８７８） 

 

 

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」制定のお知らせ 

 

当社グループは、平成 28 年２月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり、「ウエルシアグルー

プ コーポレートガバナンス・ガイドライン」（以下、本ガイドラインという。）を制定いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 制定の目的 

 当社グループは「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」との企業理念の

もと、持続的かつ安定的に成長し、中長期的な企業価値向上を実現し、地域社会に必要とさ

れる企業グループであり続けるために、コーポレートガバナンスを経営の重要課題のひとつ

として認識し、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨を踏ま

え、当社グループにおけるコーポレートガバナンスの基本的な考え方および運営方針を制定

しました。 

 

２．概要 

   本ガイドラインは、以下の項目で構成しております。 

    第１章  総則 

    第２章  株主の権利・平等性の確保 

    第３章  ステークホルダーとの適切な協働 

    第４章  適切な情報開示と株主および投資家との対話 

    第５章  コーポレートガバナンス体制 

 

 

本ガイドラインは、添付の「ウエルシアグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン」をご参

照ください。 

 

以上 
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ウエルシアグループ コーポレートガバナンス・ガイドライン 

 

第１章 総則 

 

 第１条 （目的） 

本ガイドラインは、当社グループが持続的かつ安定的に成長し、中長期的な企業価値向上

を実現し、地域社会に必要とされる企業グループであり続けるために、コーポレートガバ

ナンスに関する基本的な考え方を定めるものである。 

 

 第２条 （経営理念） 

当社グループは「お客様の豊かな社会生活と健康な暮らしを提供します」との企業理念の

もと、「ドラッグ＆調剤」、「カウンセリング営業」、「深夜営業」、「介護」を中心としたビジ

ネスモデルを推進し、専門性を高めるとともに、お客様の利便性や快適性を追求する。 

 

 第３条 （コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方） 

１． 当社グループは、激しく変化する経営環境下において、コンプライアンスを重視した透

明性の高い迅速な意思決定を行うとともに、弾力的に対応できる組織体制を構築し、ステ

ークホルダーから信頼される企業グループを目指しコーポレートガバナンスの向上に継続

的に取り組み、当社グループに関わる全てのステークホルダーに対し企業価値の最大化に

努めるものとする。 

２． 企業統治の体制として監査役会設置会社を採用し、より公正な監査を実施できる体制と

するとともに、「意思決定機能」と「業務遂行機能」を分離し、意思決定の迅速化と責任の

明確化を図るために執行役員制度を導入する。 

 

 第４条 （改廃） 

本ガイドラインの改廃は、取締役会の決議による。 

 

第２章 株主の権利・平等性の確保 

 

 第５条 （株主の権利の確保） 

株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切

に行使することができる環境の整備を行う。 

 

 第６条 （株主総会） 

１． 株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができる

よう、定時株主総会の招集通知の早期発送に努め、発送に先立ち当社ウェブサイトに当該

招集通知を公表することに努める。 

２． 株主総会において可決には至ったものの相当の反対票が投じられた会社提案議案があっ
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た場合、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析を行い、必要な対応を検討する。 

 

 第７条 （株主の平等性の確保） 

どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう適切に情報

開示を行う。 

 

 第８条 （株主の利益に反する取引の防止） 

１． 当社グループは、取締役による競業取引および利益相反取引について、取締役会規程に

より取締役会の決議事項とする。 

２． 当社グループは、関連当事者との間で取引を行う場合、会社法等の関係法令および取締

役会規程等の社内規則に従い、必要に応じて取締役会の承認を経るものとする。取締役会

の承認にあたっては、一般的な取引条件と同等であるかなど取引内容の妥当性や経済合理

性について確認するものとする。 

 

 第９条 （資本政策） 

１． 収益力の向上により株主資本の充実を図り、経営基盤の強化と持続的な成長のための投

資を行うとともに、安定した配当を実施する。 

２． 当社の中長期的な企業価値向上のための収益力の向上策や資本効率の改善策については、

中期経営計画で定め、株主総会および決算説明会等で説明を行う。 

 

 第１０条 （政策保有株式） 

１． 当社は、政策保有株式については、原則として保有しない。 

２． 同業他社の情報を得るため等の目的で保有している上場株式に係る議決権の行使にあた

っては、提案されている議案について、当社グループおよび当該発行会社の中長期的な企

業価値の向上に資するものであるか否かを総合的に勘案した上で、賛否を判断し議決権を

行使するものとする。 

 

第３章 ステークホルダーとの適切な協働 

 

 第１１条 （行動指針） 

企業理念の実現に向けて革新を続け、広く社会にとって有用な存在としてのブランドを

構築するため、「ウエルシアグループ行動指針」を制定しており、当社および当社グルー

プ役職員への周知を図る。 

 

 第１２条 （ステークホルダーとの関係） 

１． 長期的な企業価値の向上のために、株主のみならず従業員、顧客、取引先、債権者、地

域社会その他の様々なステークホルダーの利益を尊重する。 

２． 社会および環境問題等の持続可能性を巡る課題について、積極的かつ能動的に取り組む。 
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３． 女性の活躍促進を含むダイバーシティを推進し、多様性を強みとする企業風土を醸成す

る。 

４． 当社および当社グループ役職員による法令等の違反を早期に発見し是正することを目的

として内部通報制度を整備すると同時に、社内から独立した通報窓口を設置し、これらを

適切に運用する。 

 

第４章 適切な情報開示と株主および投資家との対話 

 

 第１３条 （適切な情報開示と透明性の確保） 

法令に基づく開示のほか、経営計画、経営戦略および経営課題等、株主等をはじめとす

るステークホルダーにとって重要と判断される情報について適切に開示するとともに、株

主および投資家等との建設的な対話に資するための情報の発信に努める。 

 

 第１４条 （株主および投資家等との対話） 

１． 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、当社が相当と認める範囲およ

び方法で株主および投資家等との間で建設的な対話を行う。 

２． 株主および投資家等との建設的な対話を促進するための体制整備・取組に関する方針に

ついては次のとおりとする。 

（１）株主および投資家等との対話に関する責任者としてＩＲ担当取締役を指名し、社内

およびグループ各社と連携して対応する。また対話の状況についてはＩＲ担当取締役

より適時、取締役会、執行役員および関連部門に報告するものとする。 

（２）株主および投資家等との対話の一環として定期的に投資家説明会の開催等を実施す

る。 

（３）重要な会社情報を適切に管理し、インサイダー取引の未然防止を図るための内部情

報管理および内部者取引防止規程を定め、周知徹底する。 

（４）株主および投資家等への公平性を確保するため、各四半期の決算日から決算発表日

までの期間中は、業績の見通し等に関するコメントを発信しない。 

 

第５章 コーポレートガバナンス体制 

 

 第１５条 （取締役会の役割・責務、委任の範囲） 

１． 取締役会は、業務執行に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督

する。 

２． 当社は、取締役会規程において取締役会に付議すべき事項を定め、当該事項に関しては

取締役会において審議および決議を行う。その他の事項については執行役員に委任し、執

行役員は職務権限規程に定められた決裁権限に基づき、業務を行うものとする。 
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 第１６条 （取締役会の構成） 

１． 取締役会は、当社グループの事業活動について迅速かつ果断な意思決定を行い、意見の

多様性を確保する為、取締役会全体として販売、商品、調剤・介護、経営企画、財務・会

計、人事・労務等について専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、多様なステーク

ホルダーや地域社会の視点から成長戦略やコーポレートガバナンスの確保について積極的

に意見を述べることができる高い独立性を有する複数の社外取締役により取締役会を構成

することを基本とする。また、取扱商品および顧客層から女性の価値観および発想が特に

重要であることから女性の取締役の選任に努めるものとする。 

２． 取締役会は、その機能が最も効率的に発揮できる適切な員数を維持する。 

 

 第１７条 （独立社外取締役の独立性判断基準） 

会社法に定める社外役員の要件および東京証券取引所が定める独立性基準を参考に、独

立性判断基準を定め、独立役員である社外取締役を選任する。 

 

 第１８条 （取締役会の運営） 

１． 取締役会における充実した議論を実現するために、議題に関する資料の取締役および監

査役への事前配布に努めるものとする。 

２． 取締役会での議論や資料の機密性を保持するために、取締役および監査役は当該情報の

取り扱いに十分注意する。 

 

 第１９条 （取締役会の実効性評価） 

取締役会における意思決定の有効性および実効性を担保するために、毎年、自己評価等

の方法により、取締役会全体の実効性についての分析および評価を行い、その結果の概要

を株主および投資家等に適切に開示する。 

 

 第２０条 （監査役会の役割・責務） 

１． 監査役会は取締役会が担う監督機能が会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を

促し、かつ収益力および資本効率等の改善を図るべく適切に発揮されているのかを監視す

るとともに、その監督機能の一部を担う。また取締役および執行役員の職務執行の監査に

必要な事項に関し、取締役、執行役員、使用人および会計監査人から適時および適切に報

告を受けるとともに、会計監査人および内部監査部門ならびに社外取締役と必要な情報を

共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努める。 

２． 監査役会は、取締役および執行役員の職務執行の監査、株主総会に提出する会計監査人

の選任および解任ならびに会計監査人を選任しないことに関する議案の内容の決定、会計

監査人を適切に選定および評価するための基準の策定、会計監査、その他法令により定め

られた事項を実施する。 
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 第２１条 （取締役の選任手続き） 

取締役会に対する取締役の候補者の提案は、代表取締役の諮問機関である役員候補者選

任諮問会議において、選任基準に基づき、知識・経験・能力等を総合的に勘案し検討の上、

同会議の答申を参考に代表取締役が取締役会に付議し、取締役会の決議により決定する。 

 

 第２２条 （監査役の資格および選任手続き） 

取締役会に対する監査役候補者の提案は、監査役会の構成を考慮し、選任基準に基づき

検討し、代表取締役が監査役会の同意を得た上で行う。 

 

 第２３条 （取締役および監査役の選任基準） 

取締役および監査役の選任基準は次のとおりとする。 

（１）人望・品格に優れ高い倫理観を有し、遵法精神に富んでいること 

（２）経営に参画しうる資質、経験、実務実績を有すこと 

（３）極めて高度な専門知識、技術、技能を有すること 

（４）幅広い知識と広い視野および高い見識を有すること 

（５）経営計画達成のため長期的視野に立ち役職員を指導育成するとともに、前例や慣習

にとらわれることなく業務や組織風土を変革できること 

 

 第２４条 （取締役および監査役の報酬） 

１． 取締役の報酬金額は、株主総会で決議された額の範囲内で、代表取締役の諮問機関であ

る役員報酬諮問会議で検討の上、同会議の答申を参考に代表取締役が取締役会に付議し、

取締役会の決議により決定する。 

２． 取締役（社外取締役を除く）の報酬は、一定割合を業績に連動する報酬とすることを原

則とする。 

３． 監査役の報酬金額は、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会の協議により決定

する。 

 

 第２５条 （役員候補者選任諮問会議） 

代表取締役の諮問機関として独立社外取締役および社外監査役を主要メンバーとする役

員候補者選任諮問会議を設置し、役員候補者の選任案について審議し、答申する。 

 

 第２６条 （役員報酬諮問会議） 

代表取締役の諮問機関として独立社外取締役および社外監査役を主要メンバーとする役

員報酬諮問会議を設置し、役員報酬案について審議し、答申する。 

 

 第２７条 （社外役員連絡会） 

社外取締役および社外監査役の連携強化、情報共有および社外役員の独立性の担保に資

するため、社外役員連絡会を設置する。 
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 第２８条 （取締役および監査役に対するトレーニングの方針） 

１． 社外取締役および社外監査役に対しては、就任時に当社の事業、財務、組織等につき説

明を行い、社内出身の取締役および監査役に対しては、就任前に必要に応じ研修を行う。

また就任後においても必要に応じて継続的に研修等を実施するものとする。 

２． 常勤監査役については、日本監査役協会に所属し、同協会の開催する諸研修等への参加

に努めるものとする。 

 

附 則 

第１条 （施行期日） 

本ガイドラインは、2016年２月 12日より施行する。


